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福岡市立病院の地方独立行政法人化の経緯 

 

◎『福岡市病院事業運営審議会』（平成 20 年１月～平成 20 年 6 月） 

 新病院の医療機能や経営形態のあり方などについて，平成 20 年 1 月に審議会

へ諮問を行い，審議会及び専門部会における審議を経て，平成 20 年 6 月に答申

がなされた。また，この答申を踏まえ，同月に「市の取り組み方針」を決定した。 

（各諮問事項に対する審議会答申及び市の取り組み方針は，参考資料1のとおり） 

 

 

 

審議会答申 

（平成２０年６月） 

○市が担うべき医療を安定的・継続的かつ効率的に

提供していく経営形態としては，両病院の現状を

ふまえると，地方独立行政法人を選択することが

適当である。 

 

市の取り組み方針

（平成２０年６月） 

○市立２病院を経営する地方独立行政法人を設立す
る方向で準備を進める。 

○必要な準備期間をふまえ，平成 22 年度の移行を
めざす。 

 

 

◎福岡市立病院経営改革プラン策定（平成 2１年３月） 

平成１９年１２月に国（総務省）から示された「公立病院改革ガイドライン」

を踏まえ，平成２１年３月に「福岡市立病院経営改革プラン」を策定した。 

（平成 20 年 12 月⇒プラン案を議会報告，平成 21 年 3 月⇒プランを議会報告） 

  ○ 福岡市立病院経営改革プラン・・・参考資料２ 

 

 

 

 

資料１

【改革プランの概要】 

より一層の患者サービスの向上及び経営の効率化を早期に実現するため，

平成 22 年 4 月に，市立 2 病院を経営する地方独立行政法人を設立する。 

諮問事項：市立病院の経営形態のあり方について 
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◎法人設立に伴う議案等（平成２１年３月～平成 22 年 4 月） 

 

【平成２１年３月議会】 

 （可決議案） 

 ① 地方独立行政法人福岡市立病院機構定款案 

② 地方独立行政法人福岡市立病院機構評価委員会条例案 

【平成２１年１２月議会】 

 （可決議案） 

③ 福岡市病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例案 

     ④ 地方独立行政法人福岡市立病院機構への職員の引継ぎに関する条例案 

⑤ 地方独立行政法人福岡市立病院機構に係る重要な財産を定める条例案 

     ⑥ 地方独立行政法人福岡市立病院機構に承継させる権利を定めることについて 

⑦ 地方独立行政法人福岡市立病院機構定款の一部変更について 

     （報告事項）  ※ 中期目標（案），中期計画（案）報告 

【平成２２年２月議会】 

    （可決議案） 

⑧ 平成２１年度病院事業会計補正予算案 

     （報告事項）  ※ 中期計画（案）報告 

【平成２２年３月議会】 

    （可決議案） 

⑨ 一般会計予算案 

⑩ 地方独立行政法人福岡市立病院機構中期目標について 

⑪ 福岡市立病院機構病院事業債管理特別会計条例案 

     （報告事項）  ※ 中期計画（案）報告 

 

 

 

【平成２２年４月】 

    （市長専決事項） 

⑫ 地方独立行政法人福岡市立病院機構中期計画の認可について 

【平成２２年６月議会】 

    （可決議案） 

⑬ 同中期計画の認可に係る市長専決の承認  

平成２２年４月１日 地方独立行政法人福岡市立病院機構設立 


